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タイ初等中等教員に求められる倫理の特質
―他の専門職倫理規程との比較分析―
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The Quality of Ethics Required for Primary and Secondary Teachers in Thailand:
A Comparative Analysis of the Code of Ethics for Teachers and Other Professions

Takayoshi Maki

　　 Article 81 of the Constitution of the Kingdom of Thailand revised in 1997 stipulates 
the necessity of formulating an educational law for national educational development and 
enhancing the teachers’ professional development.　Based on this provision, Teachers and 
Educational Personnel Council Act was eventually promulgated in 2003 and the newly-
established license system for educational professionals together with standards for the 
educational professions and the code of ethics came into being.　In the requirements of the 
license, three positive qualifications and three prohibited characteristics were specified.  
Considering these factors, the high level of ethics was more emphasized than mere knowledge 
and teaching techniques.
　　 This study aims to clarify the quality of ethics required for teachers through 
comparing the differences of the code of ethics of educational professions with those for 
other traditional professions, such as lawyer and medical doctors.　This study also examines 
the objectives, authorities and powers and duties of each profession and the composition of 
their ethics committees to identify the nature of the organization as well as the nature of 
their code of ethics.
　　 Consequently, professionality and autonomy of teachers’ organization and their code 
of ethics seem to be relatively immature.　However, teachers are required to be a living 
example with high morality and to be an active leader in preserving and developing the 
traditional culture and the local wisdom in their community.　In short, the quality of ethics 
required for teachers should go beyond the classroom or school and extend to the community.  
In a sense, teachers are required to have more sophisticated ethics than the other traditional 
professions.

　Key words: Thailand, primary and secondary teachers, code of ethics, professions
　キーワード：タイ，初等中等教員，倫理規程，専門職

　本論文は，課程博士候補論文を構成する論文の一部
として，以下の審査員により審査を受けた。
審査委員：大塚　豊（主任指導教員），二宮　皓，
　　　　　岡東　壽隆



牧　　貴愛

― 106 ―

タイ初等中等教員に求められる倫理の特質―他の専門職倫理規程との比較分析―

― 107 ―

はじめに

　タイでは，1992年の軍事政権の崩壊以降，民主的な
国家形成を目指した諸改革が進行している1）。とくに，
教育分野に関しては，「教育に重点をおいた憲法2）」
として知られる「仏暦2540（西暦1997）年タイ王国憲
法3）」第81条において，教育振興のための法整備なら
びに専門職としての教員の発達を図ることが盛り込ま
れた。同第81条を受けて，1999年には，国家の教育の
根本理念を明示した「仏暦2542（西暦1999）年国家教
育法（以下，「国教法」と略記）4）」が制定された5）。「国
教法」に盛り込まれた諸規定には，1950年代末に始ま
る開発体制以降，国民統合の手段としての学校教育の
量的拡大から学校教育の質的向上への移行という大き
な変化が見られる6）。「国教法」に盛り込まれた規定
のうち，教育の質的向上に関わるものには，第４章（国
の教育方針）第27条の基礎教育の方法・内容に関わる
カリキュラムの制定に関する規定7），第６章（教育の
基準と質の保証）第47条～第51条の「教育の質の保証
制度8）」の新設に関する諸規定，第７章（教員・大学
教授・教育職員）第53条の教育専門職の免許制度の新
設，教育専門職基準および倫理規程の制定を求めた規
定ならびにその実施主体として，教員・教育職員審議
会の設置を定めた規定がある。とくに，第７章におい
て，従来，教員を指す「khru」に代わり，専門職を
意味する「wichachip」と「khru」を組み合わせた
「wichachipkhru（専門職としての教員）」が用いられ
たことは，教育の質的向上には，質の高い教員，すな
わち専門職としての教員が不可欠であるとの認識が端
的に表れていると言える9）。
　2003年６月11日には，「国教法」第53条を受けて，「仏
暦2546（西暦2003）年教員・教育職員審議会法（以下，
「教審法（2003年版）」と略記）10）」が制定され，免許
制度が創設された。とくに，教員免許状の要件として，
従来からあった「学士号の所持，18単位以上の教職科
目の履修，そして１学期（４ヶ月－16週間）以上の教
育実習の修了11）」という教員採用試験の受験資格に代
わって，「教審法」第44条において，以下の要件が規
定されたことは大きな変化であると言える。それらの
要件は，（1）満20歳以上であること，（2）教員・教育
職員審議会が認定した教育学系の学位ないしは資格を
有すること，（3）１年以上の教育実習経験があること，
といった積極的要件とともに，（1）倫理面において欠
陥のないこと，（2）禁治産者でないこと，（3）禁固等
に処せられたことのないこと，といった消極的要件も
含まれている。さらに，「教審法」第49条において，「教
育専門職の知識・経験に関する基準」，「教育専門職の

職務遂行の基準」，「教育専門職倫理規程」から構成さ
れる「教育専門職基準および倫理規程」を制定するこ
とが盛り込まれた。これを受けて，2005年９月５日に
は，「仏暦2548（西暦2005）年教育専門職の基準およ
び倫理規程に関する教員・教育職員審議会規則12）」が
制定された。以上の変化を勘案すると，専門職として
の教員は，体系化された知識・技術としての専門性の
みならず，倫理面において高度な要求を課されること
となったと見ることができる13）。
　本稿では，社会の中で既に確立している伝統的な専
門職である弁護士，医療専門職と，いわば新興の専門
職としての教員との比較対照を行うことによって，教
員に求められる人間性なかんずく倫理の特質や構造を
解明することを試みる。具体的には，まず，教育専門
職，弁護士，医療専門職が遵守すべき倫理規程を制定
する組織を対照し，制定組織の性質を明確化する。次
に，より具体的に各倫理規程に盛り込まれた内容の比
較を行い，教員に求められる倫理の特質を浮き彫りに
する14）。
　なお，本稿において分析対象とする各倫理規程は，
それぞれ「教育専門職倫理規程（2005年版）」，「仏暦
2529（西暦1986）年弁護士の職業倫理に関する弁護士
審議会規則（以下，「弁護士倫理規程（1986年版）」と
略記）15）」，「仏暦2545（西暦2002）年医師が遵守すべ
き倫理に関する医師審議会規則（以下，「医療専門職
倫理規程（2002年版）と略記16）」である。

１．制定組織と倫理規程の性質

　従来の専門職論には，英米型，ドイツ型の２つの系
譜が存在するとされる17）。これら２つの専門職論には，
国家と専門職組織との関係，換言すれば専門職組織の
自律性において違いが見られる。すなわち，英米型の
場合は，「閉鎖的・自律的組織18）」であるのに対して，
ドイツ型の場合は，「自分たちの組織・国家官僚・高
等教育機関との三者の一定の流動性ある相互作用のほ
うを望んだ19）」とされ，国家との関わりを保った他律
的組織であると言えよう。翻って，本稿の対象である
タイでは，いかなる性質を有する組織によって倫理規
程が制定されたのであろうか。上述した３つの倫理規
程を制定する組織の設置法20），前身組織，目的，権限・
義務，倫理規程，倫理規程委員会の構成員ならびに制
定手続を対照したものが，表１である21）。
　３つの規程の対照から，次の５点が明らかになる。
第１に，設置法の名称からは，いずれの組織も国会の
審議を経て，国王裁可の手続きによって成立した法律
（Phararachbanyat）に基づいて設置されていること



牧　　貴愛

― 106 ―

タイ初等中等教員に求められる倫理の特質―他の専門職倫理規程との比較分析―

― 107 ―

である。つまり，同業者による自主的な組織というよ
りも，国によって作られた組織なのである。また，そ
れぞれの設置法第３条からは，前身組織である教員審
議会は，「仏暦2488（西暦1945）年教員審議会法」に
基づいて，カリキュラム，教科書，教材などについて
の教育省への答申，教員の倫理遵守の徹底，教員の福
利厚生，教員の能力開発などの目的（同法第７条）の
実施主体として設置されたことが分かる22）。法律家協

会は，「仏暦2507（西暦1964）年法律家協会法」に基
づいて，法曹教育の促進，法曹倫理の監督，構成員の
協働・威信維持の促進の目的（同法第４条）の実施主
体として設置された。医師審議会も同様に，「仏暦
2511（西暦1968）年医師審議会法」によって設置され
たものであり，いずれの組織も国の機関としての性質
を共通に有していると言える。
　第２に，組織の目的を見ると，教員・教育職員審議
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表１　倫理規程制定組織対照表

出典）関連法規を参考に筆者作成。
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会は，他の２つの組織に比べて，全国民へのそれぞれ
の分野の理解に努めるという点が含まれていない。確
かに，３つの組織に共通して，倫理規程の遵守，専門
職に関する教育・研究の推進，構成員の福利厚生の向
上，職業威信の維持に関する項目は明記されているが，
社会からの信頼の基盤となる全国民の当該分野につい
ての理解の促進に関わる項目は明記されていない。つ
まり，社会からの信頼に大きく依拠する専門職として，
職業威信の維持の基盤となる当該分野の理解の促進を
目的として明記していない点において，教員・教育職
員審議会は，専門職組織としては，未成熟であると言
えよう23）。
　第３に，組織の権限・義務については，免許状に関
わる規定，倫理規程などの規則の制定に関する規定に
加えて，専門家の育成に関わる規定が３つの規程に共
通して盛り込まれている。ただし，教員の免許状に関
しては，冒頭に述べたように，2003年に新しく導入さ
れたものである。つまり，専門家の能力を担保する免
許状の導入が，他の２つの組織に比べ，少なくとも20年
ほど遅れていることは，専門職組織としての制度化の遅
れや自律性の弱さを示していると見ることもできよう。
　第４に，倫理規程委員会の構成を見ると，教員・教
育職員審議会は，他の２つの組織に比べて，教育に直
接関係する管轄省の副大臣，局長，実務に従事する教
員，弁護士，医師などの専門家以外に有識者が４名含
まれている。加えて，弁護士審議会ならびに医療専門
職審議会には，実務に直接従事する弁護士や医療専門
職が，過半数ないしはそれ以上含まれているのに比べ
て教員・教育職員審議会は，15名の過半数に満たない
教員，教育職員数しか含まれていない。つまり，教員・
教育職員審議会は，相対的に自律性が低い組織である
と見ることができる。
　第５に，倫理規程の制定手続きを見ると，三者とも
管轄省の大臣の承認が必要であることが分かる。つま
り，タイの倫理規程は，総じて同業者による自主的制定
というよりも，国により制定された法規としての性質
が強いのである。また，上述した従来の英米型，ドイツ
型の専門職論の類型に当てはめて考えると，タイの場合
は遅れて近代化を開始し，国家主導により組織化が進
められたため，結果的に他律的組織というドイツ型に
近い専門職論の系譜に位置づけられるように思われる。

２．倫理規程の比較分析

　以上述べてきたように，国による制定法規という性
質を有する３つの倫理規程であるが，教員に求められ
る倫理の特質をより明確にするために，３規程の具体

的中身を比較したものが次の表２である24）。
　比較対照からは，次のような特徴が明らかになる。
第１に，条項数が大きく異なることである。教育専門
職は，９項目であるのに対して，弁護士は２倍弱の17
項目，医療専門職は６倍弱の52項目にわたって規定さ
れていることである。後述するように，条項数が多い
ことは，実務に直接関わる事柄に関して，詳細な内容
が盛り込まれていることを表し，他方，条項数が少な
いことは，一般的な事柄が包括的に盛り込まれている
ことを表している。つまり，教育専門職の倫理規程は，
他の２つに比べて，倫理の具体的な判断基準としての
機能は有しておらず，専門職の倫理規程としては十分
に整っていないということである。例えば，全米教育
協会（NEA）と日教組の倫理綱領の比較を行った安
井氏は，日教組倫理綱領に対して，「何が『違反』な
のかを判断できない綱領は残念ながら単なるお題目，
つまり空文にすぎない」と指摘する25）。法律と特定団
体の綱領という性格の違いはあるにせよ，タイの教育
専門職倫理規程の場合も，判断基準となりえず曖昧で
あるという点において，日教組倫理綱領に見られる弱
点を共有している。
　第２に，自己に求める内容からは，医療専門職は，
国家の法律を公正に尊重することが求められているの
に対して，教育専門職は，学問，経済，社会の発展に
自己研鑽を積むことによって対応することが求められ
ていることである。つまり，教育専門職は，既存の社
会規範に甘んじることなく，常に社会の変化に対応す
ることが求められているのである。
　第３に，職業との関わりにおいて求められる内容か
らは，弁護士ならびに医療専門職は，名誉や職業的威
信という専門職に対する社会の評価を重視しているの
に対して，教員は，職業を愛し，よき団体の構成員で
あることが求められていることである。つまり，教育
専門職は，社会からの評価を第一義的に考えるのでは
なく，まず従事する職業を愛することが求められてい
るのである。
　第４に，同僚との関わりにおいて求められる内容に
は，３規程に共通して，同僚を支援することが盛り込
まれている。その上で，弁護士は，値段を競り合わな
いこと，医療専門職は，同僚（同業者）に危害を加え
たり，患者を引き抜き自分の患者にしたりしないこと
が盛り込まれているのに対し，教育専門職は，能力主
義制を確立し，協働性を高めることによって，同僚を
効果的に支援することが明記されている。つまり，教
育専門職は，能力主義の確立と同僚との協働という，
場合によっては相反する目標の両立を求められている
のである。
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　第５に，受益者との関わりにおいて求められる内容
については，３規程に共通して，受益者と不当な金銭
の授受を行わないことが求められている。一方，異な
る点として，弁護士および医療専門職は，受益者の秘
密を守ることが求められているのに対して，教育専門
職には，守秘義務の規定は盛り込まれていない。さら
に，医療専門職は，よき医療専門職であることが求め
られているのに対して，教育専門職は，児童・生徒お
よび教育の受益者を愛し，慈しみ，親身に協力し，支
援し，励ますこと，品行の手本であることが求められ
ている。
　まず，金銭の授受の禁止，守秘義務に関しては，弁
護士や医療専門職は，不当な金銭の授受に加えて，前
述の社会的評価と関連して，受益者に不利益が生じる
可能性のある個人情報の保護に関しても自覚的である
ことがわかる。一方，教育専門職は，受益者との金銭
の授受の禁止には１項目が当てられているが，守秘義
務に関する項目はないことから弁護士や医療専門職に
比べると要求水準が低いことがわかる。
　次に，教育専門職は，受益者の学習を親身に支援す

ることが２項目にわたって盛り込まれている。これ
は，３者ともに提供したサービスの対価として正当な
金銭による報酬を受け取ることは当然とはいえ，教育
専門職の報酬には，正当な金銭による報酬に加えて，
「心的報酬（psychic rewards）26）」が大きいことを示
している。確かに，弁護士や医療専門職にも「心的報
酬」があると考えることができるが，教育専門職には，
「心的報酬」に関わる事柄が明記されており，いっそ
う重視されている。
　さらに，医療専門職は，単によき医療専門職である
ことが求められているのに対して，教育専門職は，品
行の手本であり，心身，言葉遣いが良いことが求めら
れていることは，教員は，よき教員であるのみならず，
より広く模範的な人間であることが求められているの
である。
　第６に，社会との関わりにおいて求められる内容に
関しては，弁護士，医療専門職には該当する項目がな
いが，教育専門職は，伝統文化や環境，公益の保護，
発展においてリーダーシップを発揮することが求めら
れている。つまり，教育専門職は，学校内にとどまる

出典）各倫理規程を筆者訳出。
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ことなく，広く地域社会において活躍することが求め
られているのである。

おわりに

　以上の分析から，タイにおける教育専門職に求めら
れる倫理の特質として，次の２点を指摘することがで
きる。
　第１に，タイの教育専門職は，伝統的な専門職に比
べると相対的に，自律性，専門性が低いとはいえ，より
広い領域や社会的・人間的関係における倫理に関する
具体的な規定が盛り込まれている。つまり，当該専門
職に直結する倫理の「深さ」より，「広さ」という点に
おいて，弁護士や医師といった伝統的専門職に比べて，
ある意味で実現がより困難な要求が課されていること。
　第２に，先に述べた「広さ」の具体的な内容に関わ
る特色として，日常的な言動も含め無限定な社会空間
において品行の手本となる模範的人間となり，地域社
会における伝統文化の率先的な継承者であることが求
められていることである。ここで言うタイにおける模
範的人間とは，日本語の「品行の良き手本」という言
葉のニュアンスに加えて，古来，王様に仕える貴族の
振る舞いという語感を含んでいる27）。また，弁護士や
国立病院の医師を除く大部分の医師と比べれば，教員
は「国家公務員（kharachagkan）」すなわち「王事を
行う下僕28）」としての身分を有している。つまり，教
員は，王様の僕としての振る舞いを求められているの
である。さらに，地域社会において率先して活動する
ことが求められていることを併せて，教員は，国民統
合推進の重要な役割を担わされているのである。つま
り，本稿から導かれる結論は，近年の教員の専門職化に
は，知識・技術の向上といった当該職種の質に直接関
わる事柄に加えて，国民統合の推進者としての役割が
通奏低音として流れていることを示しているのである。

【注】

１）教育改革に加えて，例えば，政治改革，選挙制度
改革，司法制度改革などがある。作本直行，今泉慎
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経済研究所，2003年。
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国家教育法および仏歴2545（2002）年改定補遺（第
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の権利と義務（第２章），教育制度（第３章），国の
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教育基準と教育の質の保証（第６章），教員・大学
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育水準・質の保証評価事務局」の設置－」『九州教
育学会研究紀要』第30巻，2002年，251-258頁。森
下稔「タイにおける高等教育改革戦略－質の保証制
度の導入を中心に－」『東京商船大学研究報告（人
文科学）』第54号，2003年，79-98頁。拙稿「タイ初
等教育における外部評価制度の影響」『比較教育学
研究』第31号，2005年，177-192頁を参照されたい。
９）教員の質的向上に関しては，後述する「教員・教
育職員審議会法（2003年版）」に加え，2004年には，
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2004）年教育公務員・教育職員人事院法」と併せて，
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